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税金のことで
相談したい
のですが・・・

チャットボット・タックスアンサー・電話相談・面接相談
国税庁ホームページの「チャットボット」や「タックスアンサー」を
是非ご利用ください。電話によるご相談もお受けしています。
面接相談は事前予約が必要です。

解決しない場合は、電話相談センターへ
納税者の皆様からの国税に関する相談については、「電話相
談センター」で受け付けています。
ご利用方法は右の表をご確認ください。

税務署での面接によるご相談は事前にご予約を
税務署では、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合
など、チャットボットやタックスアンサー、電話相談センターによる解決
が困難な相談内容については、面接にて相談を受け付けています。
面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、ご持参いただく
書類等をお伝えする必要があることから、電話等で事前に相談
日時等をご予約いただいております。

タックスアンサー（よくある税の質問）
国税庁ホームページのタックスアンサーでは、よく
ある税の質問に対する一般的な回答を調べるこ
とができます。

税務相談チャットボット
国税庁ホームページのチャットボット（ふたば）は、
土日・夜間など、日時によらず、24時間いつでも
国税に関する相談ができます。

情報公開の手続を
知りたい
のですが・・・

行政文書・個人情報の開示請求
行政機関が保有する行政文書や自分の個人情報の開示を請求できます。

行政文書・個人情報の開示請求の手続
行政文書又は個人情報の開示は、次の方法で請求することができます。
①開示請求書の提出
　行政文書の開示請求は「行政文書開示請求書」に、個人情報の開示請求は「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載して、
情報公開・個人情報保護窓口に直接提出又は送付してください。
注1：開示請求手数料の納付が必要となります（行政文書1件：300円/保有個人情報が記録されている行政文書：300円（いずれもオンラインの場合は200円））。
※オンラインによる開示請求は、令和５年５月２２日から開始
注2：開示請求書は、国税庁ホームページの「情報公開」又は「個人情報の保護」（「国税庁等について」→「情報公開・個人情報の保護」）からダウンロードできます。
注3：個人情報の開示を請求する場合は、本人確認書類が必要となります。

②開示決定等の通知
　開示請求書の提出から、原則として、30日以内に開示・不開示の決定が行われ、開示請求者に通知されます。
③開示の実施（開示対象文書の受取等）
　開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示の実施方法を選択して情報公開・個人情報保護窓口に書面
を提出又は送付し、開示の実施（開示対象文書を受け取る旨など）を申し出てください。

　 注1：開示実施手数料の納付が必要となる場合があります（行政文書の開示請求の場合のみ）。
注2：決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

チャットボット

税務職員ふたば

〈電話相談センターのご利用方法〉
　担当の相談官（国税局の職員）がお答えします。

より詳しい情報は国税庁ホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/
denwa-sodan/index.htm

注1：「番号が確認できません。」というガイダンスがあった場合は、「トーン切り替えボタ
ン」（＊や♯など）を押してから選択してください。

注2：令和５年11月以降に国税相談専用ダイヤルを導入する予定です。
導入の際は、国税庁ホームページでお知らせしますので、是非ご利用ください。

①　最寄りの税務署に電話する。

②　音声ガイダンスに従って、番号「１」を選択する。

③　音声ガイダンスに従って、相談する内容の番号を選択する。

１：所得税　２：源泉徴収・年末調整・支払調書
３：譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価
４：法人税　５：消費税・印紙税　６：その他

コラム《スマートフォン・マイナンバーカードを利用して、e-Taxがより便利に》

１　ICカードリーダライタ不要でe-Taxを利用できます。
●マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン（Android（※１）端末・iPhone（※２））にインストールされた「マイナポータルアプリ」
を使用して、パソコンに表示されたQRコード（※３）を読み込んだ上で、マイナンバーカードを読み込むことで認証ができます（※４）。

２　「給与所得の源泉徴収票」をスマホのカメラ機能で自動入力できます。

●所得税確定申告書の作成時に、スマートフォンのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を読み取ることで、該当項目に自動入力することが
できます。（※５）

3　e-Taxに登録された本人情報等を「マイページ」から確認できます。

●マイナンバーカードでe-Taxをご利用の方（※６）は、氏名や納税地といった
本人情報のほか、登録している金融機関、還付金の処理状況等の還付・
納税に関する情報などを「マイページ」にて確認することができます。
　詳細はe-Taxホームページの「マイページ」をご参照ください。

　スマートフォンとマイナンバーカードを利用して、より便利にe-Taxをご利用いただけます。

※１Androidは、Google LLC の登録商標です。
※２iPhone は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※３QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※４マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン（Ａｎｄｒｏｉｄ端末・ｉＰｈｏｎｅ）については、「マイナポータル」から案内しておりますのでご参照ください。
※５「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成される際にご利用いただける機能です。
※６個人の納税者に限ります。

～QRコード認証の利用イメージ～ 【QRコード認証について】

【読取対応スマートフォン一覧】
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【マイページについて】


